
本巣市有料広告掲載要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービス

の向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業

等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。 

ア 市が発行する刊行物及び印刷物 

イ 市のウェブページ 

ウ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めるもの 

（２）広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。 

（３）民間企業 法人及び個人事業主をいう。 

 

（広告全般に関する基本的な考え方） 

第３条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならない

ため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性のあるものでなければな

らない。 

 

（広告掲載規制業種又は事業者） 

第４条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に基づき風俗営業と規定される業種及びこれに類するもの 

（２）貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第２条に基づき貸金業と

規定される業種及びこれに類するもの 

（３）規制対象となっていない業種で社会問題を起こしている業種や事業者 

（４）法律の定めのない医療類似行為を行う事業者 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）による再生手続中又は更生手続中の事業者 



（６）各種法令に違反しているもの 

（７）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

（８）その他市長が不適当であると認めるもの 

 

（広告掲載内容の制限） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。 

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３）政治性のあるもの 

（４）宗教性のあるもの 

（５）社会問題についての主義主張及び意見広告 

（６）個人の売名的広告 

（７）公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

（８）青少年の健全育成に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（９）その他掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの 

 

（広告の規格、掲載料等） 

第６条 広告の規格、枠数、掲載位置及び掲載期間等（以下「広告の規格等」という。）

は、当該広告媒体ごとに市長が別に定めるものとする。 

２ 広告掲載料は、広告媒体の種類、効果、規格等を勘案して、当該広告媒体ごとに市長

が別に定めるものとする。 

 

（広告の募集方法） 

第７条 広告の募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。 

（１）市が公募により行う方法 

（２）市と広告募集業務契約を締結した広告代理業を営む者が行う方法 

２ 前項第１号の公募の結果、応募者数が募集した数に満たなかった場合又は審査の結果、

募集した数に満たなくなった場合は、同号の規定に関わらず、第４条の規定を踏まえ民

間企業等に広告の案内を出すことができるものとする。 

 

 

 



（広告掲載の申請） 

第８条 広告掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、当該広告媒体ごとに定め

る広告掲載申請書に掲載を希望する広告案を添えて市長に提出するものとする。 

 

（広告掲載の決定） 

第９条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、次条に規定する本巣市有料広告審

査委員会による審査を経て、広告掲載の可否を決定するものとする。 

２ 前項の規定による決定において、審査で認められた広告の数が募集の数を超えたとき

は、次の各号の順により広告掲載を決定する。ただし、同順位であるときは、抽選によ

り決定するものとする。 

（１）市内に事業所等を有する民間企業の広告 

（２）市外に事業所等を有する民間企業その他市長が認めるものの広告 

３ 市長は、広告掲載の可否を決定した後、その結果を申込者に、当該広告媒体ごとに定

める広告掲載決定通知書により通知するものとする。 

 

（審査機関） 

第１０条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、本巣市有料広告審査委員会（以

下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の委員は、次の職にある者をもって充てる。 

（１）委員長    総務部長 

（２）副委員長   秘書広報課長 

（３）委員     総務課長 

財政課長 

総合企画課長 

商工観光課長 

教育委員会社会教育課長 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第１１条 審議会の会議は、広告掲載の申請があった場合に、委員長が招集する。 
２ 審査会の会議は、委員長がその議長となる。 

３ 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 



５ 委員長は、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を審査会に出席させ、そ

の意見又は説明を求めるものとする。 

６ 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

７ 軽易な事案については、委員に回議して、委員会の審査に代えることができる。 
 

（庶務） 

第１２条 審査会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。 

 

（広告掲載料の納付） 

第１３条 広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、市長が別に定める

額の広告掲載料を、指定した期日までに納付するものとする。 

 

（広告掲載の取り下げ） 

第１４条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り

下げることができるものとする。 

２ 広告掲載を取り下げようとする者は、書面により市長に申し出るものとする。 

 

（広告掲載の取り消し等） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消し又は中止

することができるものとする。 

（１）広告主又は広告内容が不適当と判明した場合 

（２）広告掲載料が指定期日までに納付されなかった場合 

（３）広告の原稿が指定期日までに提出されなかった場合 

（４）その他、市長が特に必要と認めた場合 

 

（広告掲載料の返還） 

第１６条 市長は、広告掲載前に取り下げ等があった場合において、既納の広告掲載料の

額に広報媒体ごと別に定める割合を乗じて得た額を返還するものとする。 

２ 市長は、広告掲載料の納付後に市の責により広告掲載が中止になった場合は、広報媒

体ごと別に定めるところにより既納の広告掲載料を返還するものとする。 

３ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

 （広告主の責任） 



第１７条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、広告掲載に関して市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償し

なければならない。 

３ 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはいけない。 

４ 広告の手続きにかかる一切の経費は、広告主の負担とする。 

 

（補則） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市長が別に定

めるものとする。 

 

附 則 

この告示は、平成１９年１１月９日から施行する。 

 


